
2019.2.7 ●第23号 年3回発行 社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会

～あいサポート企業・団体の皆さまへ、あいサポーターの活動や障がい福祉に関する情報をお届けします～

お知らせ

２０１８年１２月１日（土）

「あいサポート・アートセンター」が開所しました！

障がいのある方の文化芸術活動拠点として優れた文化芸術作品

の常設展示、芸術・文化活動に取り組む障がい者やその支援者を
支援するため相談受付や研修会等を行います。

★問合せ先

【住所】倉吉市魚町2563

【電話】0858-33-5151 【HP】http://art-infocenter.jimdo.com

◇会 期：２０１９年４月６日（土）～５月６日（月）
（休館日：４月８日、１５日、２２日）

◇時 間：午前９時～午後５時（最終入館は午後４時半）

◇会 場：倉吉博物館（倉吉市仲ノ町３４４５－８）

◇入館料：一般１，０００円（前売り８００円）

大学生・高校生７００円（前売り５００円）

★２月２２日（金）前売り券発売開始！
★問合せ先：日本海新聞中部本社事業課

【TEL】0858-26-8340

◇会 期：２０１９年１月２２日（火）～２月２４日（日）
（休館日：水曜日）

◇時 間：午前１０時～午後４時（土日祝日は午後５時まで）

◇会 場：くらよしアートミュージアム無心（倉吉市魚町２５４０－２）

☆特別巡回展 「創造のいろは」

◇会期：２０１９年３月１日（金）～５日（火）
◇時間：午前１０時～午後６時 ※最終日は午後３時まで

◇会場：米子市美術館第３展示室（米子市中町12番地）

★問合せ先：あいサポート・アートセンター

【TEL】0858-33-5151 【HP】 http://art-infocenter.jimdo.com

イベント情報

イベント予定

☆金澤翔子さん席上揮毫 （４月６日 倉吉博物館）

☆金澤泰子さん講演会 （４月７日 倉吉交流プラザ）

どちらも
観覧無料



【問合せ先】 社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会 福祉振興部

電話：0857(59)6344 FAX：0857(59)6340

Eﾒｰﾙ：aisapo＠tottori-wel.or.jp
※掲載した情報等の詳細については、鳥取県社会福祉協議会へお問い合わせください。
また、障がい福祉に関するイベント等の情報提供をいただければ幸いです。

あいサポーター、あいサポート企業・団体の現況
平成30年12月末現在

新たに9の企業・団体が“あいサポート企業・団体”に認定されました！

Classy、社会福祉法人みのり福祉会、学校法人矢谷学園、静和会しらゆき有限会社、

日本郵便株式会社伯耆地区連絡会、株式会社TKSS、株式会社さんびる鳥取支店、

一般社団法人セレスト、SMBC日興証券株式会社米子支店

（認定番号順/平成30年9月１日～平成30年12月31日現在）

◆ あいサポーター：４４６，８５４人◆

（鳥取 73,746人、島根 43,790人、広島 187,789人、長野 58,582人、奈良 21,490人、

埼玉（富士見市、三芳町、秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、狭山市) 8,364人、

山口 17,898人、岡山 22,235人、和歌山 9,434人、登別市 1,301人、大阪市 722人、

長岡京市 119人、福知山市 969人、苫小牧市 415人）

◆ あいサポート企業・団体：1,743企業・団体◆

（鳥取 390、島根 173、広島 696、長野 113、奈良 74、埼玉 10、山口 127、岡山 103、

和歌山 17、登別市 40）

あいサポートメッセンジャー紹介

長きにわたり活動しておられるあいサポートメッセンジャーの取組をご紹介します。

松田禎人
株式会社メモワールイナバ（あいサポート認定企業） 広報・企画部 主任

終活カウンセラーとして、人生の終焉にまつわるお悩みを傾聴し各種専門家との橋渡し役を行なっている。

あいサポート運動においては社内啓発と、あいサポートメッセンジャーとして各種団体・法人の啓発活動

を行っている。メモワールイナバでは、葬送の場面において安心してお過ごし頂けるよう障がいについて
の特性・正しい配慮をスタッフが「知る」ことに力を入れている。

〜あいサポートメッセンジャーとして大切にしていること～

当初は知ることを通じて得ることが出来た知識が、自社の

サービス向上につながり、それがご家族様の安心のひと時に

反映されることを考えていました。その想いは今も変わること

はありません。それと同時に、鳥取県が全国に先駆けて取組

んでいる運動に、地域の企業として、企業人でも身近に取組

める運動としてあいサポートの魅力や大切さをお伝え出来れ

ばと考えて、メッセンジャー活動を行っています。

例えば、いち早く福祉対応霊柩車を導入したこと、聴覚障

がいの方のお参りには、進み方のプラカード作成なども行

なっています。移動用ベッドや車いすの方が容易に故人様と

お会い頂けるよう、式場配置の変更や、宗教者と相談し作法

の解説や状況説明なども行っています。そうした実体験から

お客様へのお声掛けや、介助者や宗教者との連携など、配

慮の意図や必要性を知ることによって、個々の意識が高まる

ことを実感しました。

このように合理的配慮を事例として、「あいサポートを知るこ

と」がどのような業種や職場でも役立ち、お客様の為に実践

できることが多くあることを経験としてお話しすることで、誰に

とっても身近なものとして伝わる様こころ掛けています。

〜実践している取組〜

他の事業所様と大きく変わることはないと思います。特別

な事をしているわけではありませんが、この運動の推進にあ

たっては、現在は年に１回くらいのペースで行う人権研修と

あわせてあいサポート研修を実施しています。事務局から発

行される啓発物等があれば、張り出しや、新しい取組があれ

ば全体の集まる場面で報告したりと、常に全員で共有できる

環境作りを心掛けています。特別な事例があれば、全員で

自分のこととして学び合う事も大切にしています。日頃から、

お互いのコミュニケーションを大切にし、検討事項に関して

は立場を越えて活発な意見がやりとりされることも多くありま

す。

〜最後に、社会的障壁を解消するための取組と意義～

お葬式に限らず、障がいのある人の参加や、暮らしやすい

環境を作ることは、他の誰にとっても参加しやすい環境を作

ることだと思っています。お葬式の場面だからこそ、大切な

人を想う気持ちに集中して欲しいと願っておりますし、お葬

式が誰にとっても平等であってほしいとも願っています。お

葬式とは、癒しの空間でもあると言われています。

これからも、あいサポート運動に思いやりの気持ちを学び、

葬送のひと時に集う『こころをかたちに・・・』して参ります。

まつだ よしひと


